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（
環
境
委
員
会
）

日
本
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
五
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

福
島
県
に
お
い
て
は
、
放
射
性
物
質
に
汚
染
さ
れ
た
大
量
の
土
壌
や
廃
棄
物
が
発
生
し
、
直
ち
に
最
終
処
分
す
る
こ
と
は
困

、

、

、

難
で
あ
る
こ
と
か
ら

こ
れ
を
安
全
に
集
中
的
に
貯
蔵
・
管
理
す
る
中
間
貯
蔵
施
設
が
不
可
欠
で
あ
り

国
の
責
任
に
お
い
て

こ
の
中
間
貯
蔵
施
設
を
整
備
し
、
管
理
運
営
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

本
法
律
案
は
、
今
後
、
中
間
貯
蔵
施
設
へ
の
搬
入
を
開
始
す
る
に
当
た
っ
て
、
地
元
の
申
入
事
項
等
に
応
え
つ
つ
、
中
間
貯

蔵
を
確
実
か
つ
適
正
に
実
施
す
る
た
め
、
法
律
に
お
い
て
中
間
貯
蔵
施
設
に
関
す
る
国
の
責
務
を
規
定
し
、
そ
の
中
核
と
し
て

「
中
間
貯
蔵
開
始
後
三
十
年
以
内
に
、
福
島
県
外
で
最
終
処
分
を
完
了
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
」
旨
を
明
記
す
る

と
と
も
に
、
専
門
性
を
有
し
、
国
と
一
体
と
な
っ
て
事
業
を
支
援
す
る
組
織
が
、
中
間
貯
蔵
に
係
る
事
業
を
行
え
る
よ
う
に
す

る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
法
律
の
題
名
を
「
中
間
貯
蔵
・
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
法
」
に
変
更
す
る
。

二
、
国
は
、
中
間
貯
蔵
及
び
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
処
理
の
確
実
か
つ
適
正
な
実
施
の
確
保
を
図
る
た
め
、
万
全
の

措
置
を
講
ず
る
も
の
と
し
、
特
に
、
中
間
貯
蔵
施
設
を
整
備
し
、
及
び
そ
の
安
全
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
当
該
施
設
の
周
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辺
の
地
域
の
住
民
そ
の
他
の
関
係
者
の
理
解
と
協
力
を
得
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
ほ
か
、
中
間
貯
蔵
開
始
後
三
十

年
以
内
に
、
福
島
県
外
で
最
終
処
分
を
完
了
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

三
、
中
間
貯
蔵
・
環
境
安
全
事
業
株
式
会
社
（
以
下
「
会
社
」
と
い
う

）
の
事
業
に
、
国
、
福
島
県
、
福
島
県
内
の
市
町
村

。

そ
の
他
環
境
省
令
で
定
め
る
者
の
委
託
を
受
け
て
、
中
間
貯
蔵
を
行
う
こ
と
、
並
び
に
福
島
県
内
除
去
土
壌
等
の
収
集
及
び

運
搬
を
行
う
こ
と
等
を
追
加
す
る
。

四
、
政
府
は
、
会
社
が
中
間
貯
蔵
に
係
る
事
業
又
は
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
廃
棄
物
の
処
理
に
係
る
事
業
を
営
む
間
、
会
社
の

発
行
済
株
式
の
総
数
を
保
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

五
、
そ
の
他
の
措
置
と
し
て
、
政
府
の
追
加
出
資
、
区
分
経
理
の
導
入
等
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
。

六
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。


